
役場役場からのおからのお知知らせらせ 小型はかり定期検査のお知らせ

令和８年経済センサス－活動調査
を実施します

クールビズを実施します！
　町では、６月１日（月）から10月30日（金）
までの間、「クールビズ」を実施します。
　この期間中、職員は半袖シャツなどの軽装
で勤務します。
　また、節電対策として、昼休みは事務室の
照明を消灯いたします。
　町民の皆さまにはご不便をおかけしますが、
ご理解のほどよろしくお願いします。
････････････････････････････････････････

◆お問い合わせ先◆
　総務課総務係　☎４７－３００１

　町職員の人事異動についてお知らせします。
（　）内は前任課と職名となります。

５月11日付
町民課　賦課係兼徴収係　主任
工藤　有史（総務課）

町職員の人事異動

町長の資産等の公開について
　政治倫理の確立のための福島町長の資産な
どの公開に関する条例に基づき、次のとおり
町長の資産などを公開します。
■期日
　６月29日（月）より（休日・祝祭日を除く）
■時間
　午前８時30分～午後５時まで
････････････････････････････････････････

◆閲覧場所・お問い合わせ先◆
　総務課総務係　☎４７－３００１

　計量法で義務付けられている計量器（はか
り）の定期検査を次の日程で実施します。
　対象事業者の皆さまには、事前に調査を行
いますので、はかりを所有しているが６月
12日（金）までに連絡が来ていない方や、最
近新たにはかりを使い始めた方は、役場産業
課までお問い合わせください。
■日にち
　７月１日（水）
■時間・手数料
　対象者あて通知ハガキで別途お知らせします
■場所
　福島町役場車庫
■対象
　最大計量能力が１トン未満の小型はかりで、
取引または証明に使用しているもの
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◆お問い合わせ先◆
　産業課　☎４７－３００４

　「経済センサス－活動調査」は、すべての
産業分野の売上（収入）金額や費用などの経
理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国
における事業所・企業の経済活動を全国およ
び地域別に明らかにすることを目的としてい
ます。
　皆さまの調査へのご理解・ご回答をよろし
くお願いします。
　また、「経済センサス‐活動調査」をよそ
おった不審な訪問者や電話・電子メールなど
にご注意ください。
■調査期日
　６月１日（月）
■調査の対象
　全国のすべての事業所および企業
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◆お問い合わせ先◆
　企画課　☎４７－３００７
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